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埼玉県商工団体連合会青年部協議会主催 

 

消費税学習会 
 

４月１８日（木） 

19：00～21：00 
会場：埼玉会館 ５C会議室 

 
複数税率・インボイス制度の学習会になります。 

 ４月３日（水）冷たい北風の中、国会要請行動・埼玉デー

に行ってきました。 
午前中は、衆議院会館第１会議室で国会の情勢報告があり、

シリアに自衛隊を２人派遣。それに宮古島に弾薬保管庫がで

きたと。。。。。戦争法が通ってしまったからですよね。戦

争に巻き込まれる恐れが大。その後埼玉土建、医療生協、生

健会、埼商連など、各団体の取り組みと運動交流が話されま

した。 
埼商連から五十嵐さんが所得税法５６条廃止の要請で、財務

省に行った時の対応の悪さ、上から目線、もろもろの報告を

しました。 
昼食後、参議院会館前で昼休み集会に参加しました。やりた

い放題の安倍政権をやめさせようと団結をしました。 
１時過ぎに参議院議員に消費税増税中止、憲法９条改憲反

対、所得税法５６条廃止を求め要請に行きました。 
議員は留守でしたが、公明党秘書に「消費税増税後の軽減税

率、インボイスなど、導入されようとしていますが、創価学

会の人たちは勉強して承知してるのですか？」と尋ねたとこ

ろ、アンケートを取っているとのことでした。 
本当に国民のため、庶民のための政治をする党、人を見極め

るためにも議員要請行動にみなさん行かれるといいと思いま

す。 
緑区支部 加藤みち子 

浦和民商・無料なんでも相談会 

２０１９年４月２５日（木） 

   １４時～１６時 

 浦和民商事務所２階 
 

 元市議・綾 達子さん、埼玉総合法律事務所・

弁護士さんが無料で丁寧に相談に乗ります。 

 税金の延滞、福祉、家のことなど、どんなこと

でもお気軽に相談できます。 

 予約いただくと大変助かります。 


